
鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金（以下「本補助金」という｡）

の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）「電気自動車（EV）」及び「電気原動機付自転車」とは、搭載された電池（燃料電池を除く。）

によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない自動車をいう。 

（２）「ミニカー」及び「超小型モビリティ」とは、搭載された電池（燃料電池を除く。）によって

駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない１人又は２人乗りの小型自動車をいう。 

（３）「商用車」とは、役員及び社員・職員（以下「役員等」という。）の業務用の移動の目的のた

めに使用する自動車（役員等が私的な移動に使用する車両及び事業用自動車を除く）をいう。 

（４）「充電設備」とは、電気自動車、ミニカー、超小型モビリティ及び電気原動機付自転車（以下

「電気自動車等」という。）に充電するための設備をいう。 

（５）「Ｖ２Ｈ充放電設備」とは、電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流／

交流変換回路をもつ充電設備をいう。 

（６）「事業用自動車」とは道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条に規定する旅客自動車運送事

業、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２条に規定する貨物自動車運送事業及び貨物

利用運送事業法（平成元年法律第82号）第２条に規定する貨物利用運送事業の用に供する自動車を

いう。 

 

（交付目的） 

第３条 本補助金は、県内企業の省エネ、再エネ設備及び電気自動車等の商用車・充電設備の導入経

費を支援することにより、本県が定める2030年の温室効果ガス削減目標の達成及び2050年のゼロカ

ーボン社会実現に向けた取組の推進を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）について同表の第２欄の要件を満たす同表の第３欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補

助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄に掲げる経費（消費税及び地方消費税を除く。

以下「補助対象経費」という。）の額に、同表の第５欄に定める率（以下「補助率」という。）を

乗じて得た額と、同表の第６欄に掲げる上限額のいずれか低い額（千円未満の端数は切り捨て）以

下とする。ただし、前年度までに本補助金の交付を受けた者にあっては、補助事業毎に前年度まで

に受けた交付額の合計額を別表第６欄に掲げる額から差し引いた額を上限額とする。 

３ 本補助金とは別に県から補助金等を受けている場合は重複する対象経費を補助対象としないもの

とする。 

４ なお、本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、鳥取県産業振興条例（平

成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者（同条例第

２条第１項に規定する「事業者」の定義に従い、「県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称

の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者」をいう。）への発注に

努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、その年度の１月末日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

 



（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

３ 規則第12条第３項の申請書に添付すべき書類は、様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに

行わなければならない。 

(１) 規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の

日から20日を経過する日 

(２) 規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度

の４月20日 

２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第25条第２項ただし書きの期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年

大蔵省令第15号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に

定める期間）とする。 

２ 規則第25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具 

(２) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第６条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 

 

（財産に関する書類の保管） 

第10条 補助事業者は、事業により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、様式第

４号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

（雑則） 

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、脱炭素社会

推進課長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年３月２９日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

２ この要綱は、令和５年３月２７日から施行し、令和５年度事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月８日から施行し、令和５年度事業から適用する。ただし、この要綱に

よる改正前の要綱の規定に基づいて行った本補助金の交付決定については従前の例による。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月２３日から施行し、令和７年度事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和８年４月２１日から施行し、令和８年度事業から適用する。 



別表（第４条関係） 
1 補助事業 2 補助要件 3 事業実施主体 4 補助対象経費 5 補助率 6 累計限度額 

（１）省エ
ネ対応設備
更新支援事
業 

脱炭素社会推進課長が別途定める者が実施した省エネ診断の結果に基づく
省エネ性能の高い設備への更新で、次のいずれの要件も満たすもの 
・機器・設備は未使用品であること 
・申請者が発注する事業者は県内事業者であること 
・更新工事を行う事業者は県内事業者であること 
・省エネ対応設備を更新する場所は鳥取県内であること 
・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること
（リース及び割賦販売は対象外） 

県内に事業所が
ある法人（独立
行政法人、地方
独立行政法人、
国立大学法人及
び鳥取県が資本
金又は基本金等
の４分の１以上
を出資している
法人は除く）又
は個人事業主で
あって、鳥取県
地球温暖化対策
条例第９条第１
項に基づき、取
組計画を提出し
た者 
 

機器・設備の購入に
要する経費、据付工
事費又は資材費 
※撤去費・処分費は
対象外 
 

１／５ 
 

１企業当たり１，０００千円 

（２）太陽
光発電設備
導入支援事
業 

太陽光発電で発電した電気を事業活動に使用することを目的に全量自家消
費し、系統に逆潮流させない設備導入で、次のいずれの要件も満たすもの 
・機器・設備は未使用品であること 
・日本産業規格、ＩＥＣ等の国際規格に適合していること 
・申請者が発注する事業者は県内事業者であること 
・設置工事を行う事業者は県内事業者であること 
・太陽光発電設備を導入する場所は鳥取県内であること 
・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること
（リース及び割賦販売は対象外） 

太陽光パネル、蓄電
池等機器・設備の購
入に要する経費、据
付工事費又は資材費 

１／５ 
 

１企業当たり２，０００千円 

（３）ＥＶ
商用車・充
電設備導入
支援事業 

ア 電気自動車、ミニカー、超小型モビリティ及び電気原動機付自転車の
導入にあっては、次のいずれの要件も満たすもの 

・経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両で
あること 

・車両本体価格が５，０００千円未満の車両であること 
・電気自動車については給電機能付きであるとともに、「とっとりEV協力

隊」の登録を行うこと 
・初度登録前の車両であること 
・車検証における燃料の種類が「電気」と記載されていること 
・鳥取県内を使用の本拠とするものであること 
・交付決定以降に補助対象車の購入契約が締結されていること（リース及
び割賦販売は対象外） 

イ 電気自動車等の充電設備の導入にあっては、次のいずれの要件も満た
すもの 

・経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充て
んインフラ等導入促進補助金」の対象設備のうち普通充電設備、充電用
コンセントスタンド、充電用コンセント、Ｖ２Ｈ充放電設備であること 

・機器・設備は未使用品であること 
・申請者が発注する事業者は県内事業者であること 
・設置工事を行う事業者は県内事業者であること 
・充電設備を導入する場所は鳥取県内であること 
・交付決定以降に補助対象設備の購入契約が締結されていること（リース
及び割賦販売は対象外） 

車両本体、充電設備
の購入費及び充電設
備の設置工事費 
 

１０／１０ 
（定額） 
 

１企業当たり５００千円 
 

車種 限度額／台 

電気自動車 １００千円 

ミニカー 

超小型モビリティ 

電気原動機付自転車 

１００千円 

Ｖ２Ｈ充放電設備 １００千円 

普通充電設備 １００千円 

充電用コンセント ３０千円 

充電用コンセントス

タンド 

６０千円 

 

※申請者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する経費を含めないこと 



様式第１号（第５条、第７条、第８条関係） 
 

鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業計画（報告）書 
 

１ 対象補助事業名 □省エネ対応設備更新支援事業 

□太陽光発電設備導入支援事業 

□EV 商用車・充電設備導入支援事業  ※ □にレを入れてください 

２ 事業の目的及び 

 期待される効果 

  

３ 事業の内容 
 

  
  

４ 事業期間 令和   年   月   日から令和   年   月   日まで 

 

※交付決定日以前に着手した事業、終了予定日以降に実施した事業は補助対象とならな 

いので記載にあたって注意すること 

５ 他の補助金の活

用の有無 

 

有 ・ 無 

 
※他の補助金等の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

※「有」の場合は、活用する補助金等名やその事業内容、当該補助金等に係る問い合わ 

せ先（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

６ 鳥取県地球温暖

化対策条例第９条

第１項に基づく取

組計画の提出年月

日 

令和   年   月  日 

 

※交付申請時点で未提出の場合は、７月末日までに提出してください。 

７ 特記事項 

 

 

※添付書類 

【交付申請時】 

１ 事業実施主体の概要が分かる資料 

２ 鳥取県地球温暖化対策条例第９条第１項に基づき提出した事業者取組計画書の写し（交付申請時

点で未提出の場合は提出を誓約する書面） 

３ 県税納税証明書（直近３ヶ月以内のもの） 

４ 設備又は車両を導入しようとする場所の現況写真及び案内図並びに導入に関する土地・建物等所有者

の承諾書（所有者が申請者と異なる場合） 

５ 導入しようとする設備又は車両の仕様、規格、数量及び配置等が分かる資料 

６ 省エネ診断の結果が分かる資料（省エネ対応設備更新支援事業の場合） 

７ 太陽光発電設備を導入する施設等の年間の電気使用量が分かる資料（太陽光発電設備導入支援事業の

場合） 

 

【実績報告時】 

１ 導入した設備又は車両の仕様、規格、数量及び配置等が分かる資料（交付申請時から変更のない

ものは提出不要） 

２ 導入した設備又は車両の写真 

３ 導入した車両の自動車検査証の写し（EV 商用車を導入した場合） 

４ 他の補助金等を受けた場合は、交付決定通知及び補助金額確定通知等の写し 

５ 鳥取県地球温暖化対策条例第９条第１項に基づき提出した事業者取組計画書の写し（交付申請時

に提出した場合は不要）  



様式第２号（第５条、第７条、第８条関係） 
 

鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業収支予算（決算）書 
 

 

１ 収入の部                                  （単位：円） 

区分 予算額（決算額） 内訳 

県補助金 

  

 

 

自己財源 

  

 

 

その他収入 

  

 

 

合計 
  

 

 

 

２ 支出の部                                  （単位：円） 

区分 予算額（決算額） 内訳 

 

  

 

 

 

合計 
  

 

 

３ その他 

 消費税及び地方消費税の取扱い 

   

  □ 補助対象経費に消費税及び地方消費税は含まれません 

    ※補助対象経費を確認の上、□にレを入れてください 
 

※添付書類 

【交付申請時】 

１ 補助対象経費の内訳が分かる資料（見積書等の写し） 

 

【実績報告時】 

１ 補助事業に係る契約書又は注文書等の写し 

２ 支出証拠書類（領収書等の写し） 



様式第３号（第６条関係） 
年   月   日 

              様 
 

職  氏  名        
 

鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金交付決定通知書 
 
   年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県企業の省エネ

・再エネ推進事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和

32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付す

ることに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 

 本補助金の対象事業は、申請書に記載されているとおりとする。 
 
２  交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  (1) 算定基準額     金          円 
  (2) 交付決定額         金          円 

 
３  経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・・

・・・・・・・とする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するとこ

ろによる。 
 
４  交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業

補助金交付要綱（令和４年３月２９日付第202200003292号生活環境部長通知。以下「要綱」とい

う。）第４条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額（変更された場合は、

変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 
５  補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 
 



様式第４号（第10条関係） 

財産管理台帳 

【○○設備】 

区分 

 

財産名 

メーカー名 型式      
価格（円） 

（税抜き） 

設置工事

完了日（年

月日） 

処分制限

期間 

（年） 

設置場所名称・住所 備考 

        

        

        

        

        

（注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が要綱第９条第４項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２．複数台導入の場合は、財産名ごとに項目を記入すること。 

 

【電気自動車等】 

区分 

 

財産名 

型式 
価格（円） 

（税抜き）       
取得年月日               

処分制

限期間 

（年） 

使用者の住所 
自動車登録番号又は

車両番号 
備考 

        

        

        

        

        

（注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が要綱第９条第４項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２．複数台導入の場合は、一台ごとに全ての項目を記入すること。   

 



【充電設備】 

区分 

 

財産名 

メーカー名 
充電設備等型

式      

製造番号 

又は 

シリアル番号 

価格（円） 

（税抜き） 

設置工事

完了日（年

月日） 

処分制

限期間 

（年） 

設置場所住所

及び設置場所

名称 

充電設備等本

体補助金額

（円） 

備考 

          

          

          

          

          

（注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が要綱第９条第４項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２．複数基設置の場合は、一基ごとに全ての項目を記入すること。   
 


